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�愛媛県告示第１２６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において

準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関から名称及び

所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５０条の２の規定により、指定施術機関から施術所の所在

地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ふじた歯科クリニック 新居浜市八雲町５番３９号 令和３年７月１日

ひ の き 調 剤 薬 局 八幡浜市桧谷三丁目１００６
番１ 令和３年９月２１日

からまつ眼科クリニック 大洲市東大洲１１５番地１ 令和３年１０月１日

西の土居あらいクリニック 新居浜市西の土居町一丁
目８番５号 令和３年１０月１日

マック西の土居調剤薬局 新居浜市西の土居町一丁
目８番３号 令和３年１０月１日

介護機関の名称 介護機関の所在地 変更年月日

（変更後）
松風病院

（変更後）
四国中央市土居町入野９７
０番地

令和３年９月１日
（変更前）
山内病院

（変更前）
四国中央市土居町入野９８
１番地

施 術 機 関 施 術 所 変 更

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

中 田 翔 太 新居浜スポーツ
接骨院

（変更後）
新居浜市繁本町５－４３

令和３年
８月３０日（変更前）

新居浜市高木町５－４２

毎週（火・金）曜日発行 第２５６号 令和３年１１月５日

令和３年１１月５日金曜日 第２５６号
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�愛媛県告示第１２６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ふじた歯科クリニック 新居浜市八雲町５番３９号 令和３年６月３０日

た ち ば な 薬 局 今治市立花町二丁目９番
５号 令和３年８月３１日

ひ の き 調 剤 薬 局 八幡浜市桧谷１０２８－１ 令和３年９月２０日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社イゼン 大阪府枚方市禁野本町一丁目
１８番９号 玉井ビル３Ｆ

訪問看護ステーションメディ
カルレイズ新居浜

新居浜市高木町２番１４１号
アーバンコート高木 令和３年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 アカシファーマシ
ー

南宇和郡愛南町城辺甲２４６３番
地２ 明石薬局 南宇和郡愛南町城辺甲２４６３番

地２ 令和３年７月１日

医療法人いまい歯科医院 新居浜市郷一丁目１番５１号 いまい歯科医院 新居浜市郷一丁目１番５１号 令和３年９月１８日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 アカシファーマシ
ー

南宇和郡愛南町城辺甲２４６３番
地２ 明石薬局 南宇和郡愛南町城辺甲２４６３番

地２ 令和３年７月１日

医療法人いまい歯科医院 新居浜市郷一丁目１番５１号 いまい歯科医院 新居浜市郷一丁目１番５１号 令和３年９月１８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アウラ 伊予市宮下５５０番地１ 有限会社アウラ

（変更後）
伊予市宮下５５０番地１

令和３年９月２１日
（変更前）
伊予市下吾川１６３４番地３
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�愛媛県告示第１２７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を行う事業所の名称及び所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（特定福祉用具販

売事業者）から特定福祉用具販売事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を行う事業所の名称及び所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地

（変更後）
松風病院

（変更後）
四国中央市土居町入野９７０番
地

令和３年９月１日
（変更前）
山内病院

（変更前）
四国中央市土居町入野９８１番
地

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アウラ 伊予市宮下５５０番地１ 有限会社アウラ

（変更後）
伊予市宮下５５０番地１

令和３年９月２１日
（変更前）
伊予市下吾川１６３４番地３

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アウラ 伊予市宮下５５０番地１ 有限会社アウラ

（変更後）
伊予市宮下５５０番地１

令和３年９月２１日
（変更前）
伊予市下吾川１６３４番地３

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地

（変更後）
松風病院

（変更後）
四国中央市土居町入野９７０番
地

令和３年９月１日
（変更前）
山内病院

（変更前）
四国中央市土居町入野９８１番
地
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�愛媛県告示第１２７９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町高茂３の５から３の７まで

２ 保安林として指定された目的

公衆の保健

�愛媛県告示第１２７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（特定介護予防福

祉用具販売事業者）から特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事

業者）から居宅介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アウラ 伊予市宮下５５０番地１ 有限会社アウラ

（変更後）
伊予市宮下５５０番地１

令和３年９月２１日
（変更前）
伊予市下吾川１６３４番地３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

ウエルシア薬局株式会社 東京都千代田区外神田二丁目
２番１５号 コスモス薬局中曽根店 四国中央市中曽根町１６７８－８ 令和３年１０月９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

えひめ南農業協同組合 宇和島市栄町港三丁目３０３番
地

ＪＡえひめ南居宅介護支援セ
ンター南宇和事業所 南宇和郡愛南町城辺甲２６５２ 平成２７年６月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

ウエルシア薬局株式会社 東京都千代田区外神田二丁目
２番１５号 コスモス薬局中曽根店 四国中央市中曽根町１６７８－８ 令和３年１０月９日



愛 媛 県 報令和３年１１月５日 第２５６号
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３ 解除の理由

道路用地とするため
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�愛媛県告示第１２８０号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 起業者の名称

内子町

２ 事業の種類

内子町柿原自治会館移転改築事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県喜多郡内子町平岡地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県喜多郡内子町平岡地内の土地１，２８

４．７０平方メートルを起業地とする「内子町柿原自治会館移転改

築事業」（以下「本件事業」という。）である。

本件事業は、内子町が内子町立公民館条例（平成１７年条例第

９６号）第１条に基づき設置する内子町立公民館に関する事業で

あることから、土地収用法第３条第２２号に掲げる「社会教育法

（昭和２４年法律第２０７号）による公民館」に関する事業に該当

する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

公民館は、社会教育法第２１条第１項の規定により市町村が設

置するものとされており、起業者である内子町は、内子町自治

会館整備計画に基づき本件事業を計画し、事業遂行について必

要な財源措置等を講じていることから、起業者は、本件事業を

施行する充分な意思と能力を有すると認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

内子町柿原自治会館（以下「当該施設」という。）では、

大凧合戦、子供相撲大会、敬老会、防災訓練をはじめとする

福祉、スポーツ、文化伝承や自主防災事業等、各種自治会活

動が年間を通じて活発に行われており、地区住民の活動拠点

として大いに活用されている。

しかしながら、当該施設は建築から５０年近く経過し、各

部屋の建付けの悪化や雨漏りの頻発等、老朽化が著しく進ん

でいるほか、各室間に段差もあり、ユニバーサルデザインに

配慮された施設となっていない。また、内子町地域防災計画

において災害時の指定避難所に位置付けられているにもかか

わらず、現行の耐震基準を満たしていないうえ、要配慮者を

収容できるスペースや利用者の駐車場も不足している。さら

には、当該施設周辺の住宅密集及び道路狭小により交通事故

の発生も懸念されているほか、災害時の避難経路や緊急車両

の進入経路の確保も困難な状況であり、これらの問題を解消

するため、自治会活動の拠点及び災害時の指定避難所として

の機能を十分に果たすことができる当該施設の移転改築を行

うものである。

本件事業の施行により、耐震基準を満たすとともに、ユニ

バーサルデザインにも配慮された施設が完成し、指定避難所

としての機能強化が実現するのみならず、誰もが使いやすく

集まりやすい施設となり、豊かで充実した地域活動の促進が

期待される。また、当該施設を移転することにより、道路幅

員等周辺環境も改善され、交通事故の危険性の軽減及び災害

時の避難経路や緊急車両の進入経路の確保につながるほか、

近隣の公共施設との円滑な連携も可能となり、地域の安心安

全に大きく寄与するものと認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、

相当程度存すると認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業は環境影響評価法（平成９年法律第８１号）等によ

る環境影響評価の対象外であるため、環境影響評価は実施し

ていないが、施工に際しては低振動型の建設機械を使用する

など、環境に及ぼす影響を最小限に抑制する対策を講じるこ

ととしている。

また、本件事業に係る起業地は特定希少野生動植物保護地

区外であり、保護のため特別の措置を講ずべき動植物は見受

けられない。さらに、周知の埋蔵文化財包蔵地外で、保全を

要する文化財等も確認されていない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、交通の利便性、

周辺環境、土地の利用状況等による３案の比較検討を行い、

総合的に最も優れた案を採用しているものと認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案と比較して

最も合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄

与するものと認められるので、土地収用法第２０条第３号の要件

を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

当該施設は、建築から５０年近く経過し老朽化が著しいうえ、

現行の耐震基準も満たしておらず、自治会活動の拠点及び指

定避難所としての十分な機能を果たしていない状況であり、

地区住民の安心安全を確保するためには、早期の移転整備が

必要である。

また、当該施設の対象地区である柿原地区及び田ノ口地区

より、本件事業の実施に関する強い要望がある。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いもの
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と認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の目的を達成す

るために必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲

は、すべて本件事業の用に恒�的に供される範囲にとどめら
れていることから、収用又は使用の別についても合理的であ

ると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

五十崎自治センター

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和３年１０月２２日あったので公表する。

令和３年１１月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 令和３年度年末一時金・その他に関する事項

２ 日時 令和３年１１月７日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人 敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全ユリノキ病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６０－１

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

令和３年１１月５日 発行


